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政府は、平成28年12月に成立した再犯防止推進法やこれを受けた再犯防止推進計画（平成29年12
月閣議決定。以下「第一次計画」という。）等に基づき、様々な再犯防止施策を実施してきたところ、
令和５年３月には、第一次計画下の取組についての成果と課題を踏まえ、５年度
から９年度までの５年間を計画期間とする第二次再犯防止推進計画を閣議決定し
た。この編では、我が国における再犯の現状を把握するため、警察、検察、裁判、
矯正及び更生保護の各段階における再犯・再非行の動向について概観する。

▌	 １		刑法犯により検挙された再犯者
刑法犯により検挙された者のうち、再犯者（前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたこと

があり、再び検挙された者をいう。以下この章において同じ。）の人員及び再犯者率（刑法犯検挙人員
に占める再犯者の人員の比率をいう。以下この項において同じ。）の推移（最近20年間）は、5-1-1図
のとおりである（再非行少年については、本編第５章１項参照）。再犯者の人員は、平成８年（８万
1,776人）を境に増加し、18年（14万9,164人）をピークとして、その後は漸減状態にあったが、令
和５年から２年連続で増加し、６年は８万8,697人（前年比3.0％増）であった。他方、初犯者の人員
は、平成12年（20万5,645人）を境に増加し、16年（25万30人）をピークとして、その後は減少し
続けていたが、令和５年から２年連続で増加し、６年は10万3,129人（同6.1％増）であった。再犯者
率は、再犯者の人員が減少に転じた後も、それを上回るペースで初犯者の人員が減少し続けたことも
あり、平成９年以降上昇傾向にあったが、令和３年から４年連続で低下し、６年は46.2％（同0.7pt
低下）であった（CD-ROM参照）。

第１章 検挙

【再犯防止推進計画
特設ページ】

　5-1-1図　　刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移
（平成17年～令和６年）

注　１　警察庁の統計による。
　　２　「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者をいう。
　　３　「再犯者率」は、刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。
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▌	 ２		刑法犯により検挙された20歳以上の有前科者
刑法犯により検挙された20歳以上の者のうち、有前科者（道路交通法違反を除く犯罪の前科を有す

る者をいう。以下この項において同じ。）の人員（前科数別）及び有前科者率（20歳以上の刑法犯検
挙人員に占める有前科者の人員の比率をいう。以下この項において同じ。）の推移（最近20年間）は、
5-1-2図のとおりである。有前科者の人員は、平成18年（７万7,832人）をピークに令和４年まで減
少し続けた後、５年から２年連続で増加し、６年は４万5,491人（前年比2.7％増）であった。有前科
者率は、20歳以上の刑法犯検挙人員総数が有前科者の人員と同様に増減していることもあり、平成８
年以降26～29％台で推移している。令和６年の有前科者を見ると、前科数別では、有前科者の人員の
うち、前科１犯の者の構成比が最も高いが、前科５犯以上の者も20.2％を占め、また、同一前科の有
無別では、有前科者のうち、同一罪名の前科を有する者は50.3％であった（CD-ROM参照）。
暴力団構成員等（暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。）について、令和６年における

20歳以上の刑法犯検挙人員の有前科者率を見ると、71.5％と相当高い（警察庁の統計による。）。な
お、暴力団関係者・非関係者別に見た入所受刑者の入所度数別構成比については、4-3-2-10図③参
照。

　5-1-2図　　刑法犯 20歳以上の検挙人員中の有前科者人員（前科数別）・有前科者率等の推移
（平成17年～令和６年）

注　１　警察庁の統計による。
　　２　検挙時の年齢による。
　　３　「有前科者」は、道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者をいう。
　　４　「有前科者率」は、20歳以上の刑法犯検挙人員に占める有前科者の人員の比率をいう。
　　５　「同一罪名有前科者率」は、20歳以上の刑法犯検挙人員に占める、同一罪名の前科を有する者の人員の比率をいう。
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5-1-3図は、令和６年における20歳以上の刑法犯検挙人員の前科の有無別構成比を罪名別に見たも
のである。

　5-1-3図　　刑法犯 20歳以上の検挙人員の前科の有無別構成比（罪名別）
（令和６年）

注　１　警察庁の統計による。
　　２　検挙時の年齢による。
　　３　「有前科者」は、道路交通法違反を除く犯罪の前科を有する者をいう。
　　４　「同一罪名有前科者」は、同一罪名の前科を有する者をいい、「同一罪名５犯以上」は、同一罪名の前科を５犯以上有する者をいう。
　　５　（　）内は、人員である。
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▌	 ３		特別法犯により検挙された20歳以上の有前科者
特別法犯（交通法令違反を除く。以下この項において同じ。）により検挙された者のうち、再犯者の

人員及び再犯者率（特別法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。以下この項において同
じ。）の推移（最近20年間）は、5-1-4図のとおりである。再犯者の人員は、平成20年以降緩やかな
減少傾向にあり、令和６年は、前年と比べて1,463人（6.4％）減少した。また、初犯者の人員につい
ても、平成20年以降同様の減少傾向にあり、令和６年は、前年と比べて3,721人（10.9％）減少した。
再犯者率について見ると、おおむね横ばいであり、６年は41.1％（前年比1.2pt上昇）であった（CD-
ROM参照）。

▌	 ４		薬物犯罪により検挙された20歳以上の同一罪名再犯者
（１）覚醒剤取締法違反により検挙された20歳以上の同一罪名再犯者

5-1-5図①は、20歳以上の覚醒剤取締法違反（覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下（１）に
おいて同じ。）検挙人員のうち、同一罪名再犯者（前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再
び同法違反で検挙された者をいう。以下（１）において同じ。）の人員及び同一罪名再犯者率（20歳
以上の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下（１）において
同じ。）の推移（最近20年間）を見たものである（同一罪名再非行少年については、5-5-2図①参照）。
同一罪名再犯者率は、平成19年以降上昇傾向にあり、令和２年に70.1％を記録した後、翌年以降は
60％台で推移し、６年は67.6％（前年比0.6pt 上昇）であった。一方、同一罪名再犯者の人員は、平
成元年以降では12年（9,335人）をピークとして、その後は減少傾向にあり、令和６年は4,065人と、
ピーク時の４割程度となっている。同一罪名再犯者の人員そのものが減少しているにもかかわらず同
一罪名再犯者率が上昇しているのは、同一罪名再犯者の人員の減少幅が同一罪名検挙歴のない者の人
員の減少幅に比べて小さいことなどによる（CD-ROM参照）。

　5-1-4図　　特別法犯　検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移

（平成17年～令和６年）

注　１　警察庁刑事局の資料による。
　　２　「再犯者」は、交通法令違反を除く特別法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあ

り、再び検挙された者をいう。
　　３　「再犯者率」は、交通法令違反を除く特別法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。
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（２）大麻取締法違反により検挙された20歳以上の同一罪名再犯者
5-1-5図②は、20歳以上の大麻取締法違反（大麻に係る麻薬取締法違反及び麻薬特例法違反を含む。

以下（２）において同じ。）検挙人員のうち、同一罪名再犯者（前に大麻取締法違反で検挙されたこと
があり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下（２）において同じ。）の人員及び同一罪名再犯者
率（20歳以上の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下（２）に
おいて同じ。）の推移（最近20年間）を見たものである（同一罪名再非行少年については、5-5-2図②
参照）。同一罪名再犯者率は、平成17年（13.3％）から上昇傾向にあり、令和６年は29.5％（前年比
2.7pt 上昇）であった。同一罪名再犯者の人員を見ると、６年は1,459人と、平成17年の６倍程度ま
で増加しているが、それが同一罪名再犯者率の大幅な上昇につながっていないのは、同一罪名検挙歴
のない者の人員も相当増加していることなどによる（CD-ROM参照）。

　5-1-5図　　薬物犯罪 20歳以上の検挙人員中の同一罪名再犯者人員等の推移
（平成17年～令和６年）

注　１　警察庁刑事局の資料による。
　　２　検挙時の年齢による。
　　３　①の「同一罪名再犯者」は、前に覚醒剤取締法違反（覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下同じ。）で検挙されたことがあり、

再び覚醒剤取締法違反で検挙された者をいい、「同一罪名再犯者率」は、20歳以上の同法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員
の比率をいう。

　　４　②の「同一罪名再犯者」は、前に大麻取締法違反（令和５年法律第84号による改正後の大麻草栽培規制法違反並びに大麻に係る麻
薬取締法違反及び麻薬特例法違反を含む。以下同じ。）で検挙されたことがあり、再び大麻取締法違反で検挙された者をいい、「同一罪
名再犯者率」は、20歳以上の同法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。
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▌	 １		起訴人員中の有前科者

5-2-1表は、令和６年に起訴された者（過失運転致死傷等又は道交違反により起訴された者及び法
人を除く。以下この項において同じ。）のうち、有前科者（前に罰金以上の有罪の確定裁判を受けた者
に限る。以下この項において同じ。）の人員及び有前科者率（起訴人員に占める有前科者の人員の比率
をいう。）を起訴罪名別に見たものである。

第２章 検察・裁判

　5-2-1表　　起訴人員中の有前科者の人員・有前科者率（罪名別）
（令和６年）

罪　　　　名 起訴人員 有前科者 
の 人 員 有前科者率

前　科　の　処　分　内　容
懲役・禁錮

罰 金
実　刑 一　　部 

執行猶予
全　　部 
執行猶予

総 数 104,908 43,682 17,667 117 12,858 13,040 41.6

刑 法 犯 69,013 30,122 11,879 38 9,187 9,018 43.6
放 火 218 77 30 － 20 27 35.3
住 居 侵 入 2,015 859 367 3 254 235 42.6
不 同 意 わ い せ つ 1,544 455 146 1 127 181 29.5
不 同 意 性 交 等 1,165 310 81 － 97 132 26.6
贈 収 賄 57 7 2 － 1 4 12.3
殺 人 291 76 29 － 20 27 26.1
傷 害 5,701 2,191 710 8 641 832 38.4
暴 行 4,614 1,764 499 3 478 784 38.2
脅 迫 837 381 135 － 108 138 45.5
窃 盗 31,013 16,413 7,169 14 5,045 4,185 52.9
強 盗 501 163 81 － 60 22 32.5
詐 欺 7,826 2,837 1,166 3 1,070 598 36.3
恐 喝 397 179 77 － 62 40 45.1
横 領 1,417 532 202 － 164 166 37.5
暴 力 行為等処罰法 568 288 144 － 61 83 50.7
性的姿態撮影等処罰法 2,982 855 169 1 214 471 28.7
そ の 他 7,867 2,735 872 5 765 1,093 34.8

道交違反以外の特別法犯 35,895 13,560 5,788 79 3,671 4,022 37.8
公 職 選 挙 法 82 18 5 － 2 11 22.0
軽 犯 罪 法 914 289 52 － 75 162 31.6
風 営 適 正 化 法 637 220 24 － 72 124 34.5
銃 刀 法 808 347 150 1 82 114 42.9
売 春 防 止 法 186 60 8 － 32 20 32.3
児 童 福 祉 法 48 14 4 － 6 4 29.2
医薬品医療機器等法 123 29 4 － 12 13 23.6
大 麻 取 締 法 3,628 1,105 342 4 544 215 30.5
麻 薬 取 締 法 1,365 441 157 2 213 69 32.3
覚 醒 剤 取 締 法 7,448 5,601 4,018 66 1,260 257 75.2
毒 劇 法 78 64 29 － 17 18 82.1
そ の 他 20,578 5,372 995 6 1,356 3,015 26.1

注　１　検察統計年報による。
　　２　過失運転致死傷等又は道交違反により起訴された者、法人及び前科の有無が不詳の者を除く。
　　３　「有前科者」は、前に罰金以上の有罪の確定裁判を受けた者に限る。
　　４　「有前科者率」は、起訴人員に占める有前科者の人員の比率をいう。
　　５　複数の前科がある場合は、懲役・禁錮（実刑）、懲役・禁錮（一部執行猶予）、懲役・禁錮（全部執行猶予）、罰金の順序により、最

初に該当する刑名をその者の前科として計上している。
　　６　「実刑」には「一部執行猶予」を含まない。
　　７　「横領」は、遺失物等横領を含む。
　　８　「大麻取締法」は、令和５年法律第84号による改正後の大麻草栽培規制法違反を含む。
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5-2-2表は、令和６年に起訴された者のうち、犯行時に全部執行猶予中、一部執行猶予中、仮釈放
中又は保釈中であった者の人員を起訴罪名別に見たものである。全部執行猶予中の犯行により起訴さ
れた者の人員は、5,942人（前年比295人増）であり、保釈中の犯行により起訴された者の人員は、
175人（同30人増）であった（CD-ROM参照）。

　5-2-2表　　起訴人員中の犯行時の身上別人員（罪名別）
（令和６年）

罪　　　　名

犯　　行　　時　　の　　身　　上

全部執行猶予中 一部執行猶予中 仮　釈　放　中 保釈中保　護 
観察中

保　護 
観察中

総 数 5,942 （13.6） 734 339 （0.8） 333 538 （1.2） 175

刑 法 犯 4,447 （14.8） 562 89 （0.3） 85 381 （1.3） 120

放 火 9 （11.7） 1 － － － 1

住 居 侵 入 133 （15.5） 23 1 （0.1） 1 14 （1.6） 8

不 同 意 わ い せ つ 47 （10.3） 16 2 （0.4） 2 4 （0.9） －

不 同 意 性 交 等 33 （10.6） 2 3 （1.0） 3 － 1

贈 収 賄 － － － － － －

殺 人 8 （10.5） 2 － － － －

傷 害 204 （9.3） 27 11 （0.5） 11 13 （0.6） 10

暴 行 127 （7.2） 15 8 （0.5） 8 7 （0.4） 3

脅 迫 31 （8.1） 6 － － 1 （0.3） 1

窃 盗 2,757 （16.8） 308 44 （0.3） 41 246 （1.5） 69

強 盗 36 （22.1） 4 1 （0.6） 1 1 （0.6） －

詐 欺 559 （19.7） 78 3 （0.1） 3 62 （2.2） 10

恐 喝 32 （17.9） 3 － － 1 （0.6） 1

横 領 82 （15.4） 10 － － 5 （0.9） 2

暴 力 行 為 等 処 罰 法 23 （8.0） 6 1 （0.3） － 3 （1.0） 1

性的姿態撮影等処罰法 106 （12.4） 27 － － 6 （0.7） 2

そ の 他 260 （9.5） 34 15 （0.5） 15 18 （0.7） 11

道交違反以外の特別法犯 1,495 （11.0） 172 250 （1.8） 248 157 （1.2） 55

公 職 選 挙 法 1 （5.6） － － － － －

軽 犯 罪 法 15 （5.2） 4 － － － －

風 営 適 正 化 法 19 （8.6） － － － 1 （0.5） －

銃 刀 法 28 （8.1） 3 3 （0.9） 3 2 （0.6） 1

売 春 防 止 法 7 （11.7） － － － － －

児 童 福 祉 法 5 （35.7） 1 － － － －

医薬品医療機器等法 3 （10.3） － － － － －

大 麻 取 締 法 277 （25.1） 17 11 （1.0） 11 6 （0.5） 7

麻 薬 取 締 法 133 （30.2） 15 4 （0.9） 4 2 （0.5） 6

覚 醒 剤 取 締 法 579 （10.3） 68 222 （4.0） 220 131 （2.3） 23

毒 劇 法 10 （15.6） 2 2 （3.1） 2 1 （1.6） 1

そ の 他 418 （7.8） 62 8 （0.1） 8 14 （0.3） 17

注　１　検察統計年報による。
　　２　過失運転致死傷等又は道交違反により起訴された者及び法人を除く。
　　３　「横領」は、遺失物等横領を含む。
　　４　「大麻取締法」は、令和５年法律第84号による改正後の大麻草栽培規制法違反を含む。
　　５　（　）内は、犯行時に全部若しくは一部執行猶予中又は仮釈放中であった者の人員の、有前科者（前に罰金以上の有罪の確定裁判を

受けた者に限る。）の人員に対する比率である。
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▌	 ２		全部及び一部執行猶予の取消し
5-2-3表は、全部執行猶予を言い渡された者について、保護観察の有無別の人員及び取消事由別の

取消人員等の推移（最近10年間）を見たものである。再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを
理由に全部執行猶予を取り消された者は、平成５年以降毎年増加し、19年から減少に転じていたとこ
ろ、令和６年は増加して2,846人（前年比73人増）であり、全部執行猶予取消人員の94.2％を占めて
いる（CD-ROM参照）。同年における再犯を事由とする全部執行猶予取消人員の全部執行猶予言渡人
員に対する比率は、9.4％であった。なお、取消人員は、当該年に全部執行猶予を取り消された者であ
り、当該年よりも前に全部執行猶予の言渡しを受けた者も含まれる。このため、厳密には取消人員の
言渡人員に対する比率は、実際の全部執行猶予の取消しの比率を意味しないが、そのおおよその傾向
を見ることができる。

一部執行猶予を言い渡された者のうち、令和６年に同猶予を取り消された者は、225人（前年比56
人減）であった。このうち、再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消さ
れた者は、164人（同34人減。うち保護観察中の者は156人（同34人減））、余罪により禁錮以上の実
刑に処せられたことを理由に同猶予を取り消された者は、７人（同２人減）であった（検察統計年報
による。）。

　5-2-3表　　全部執行猶予の言渡人員（保護観察の有無別）・取消人員（取消事由別）の推移
（平成27年～令和６年）

年 次
全部執行
猶 予 の
言渡人員

全部執行
猶 予 の
取消人員

D
A

（％）

E
B

（％）

F
C

（％）

取　消　事　由

保　護
観察付

単　　純
執行猶予

再　犯

余　罪 遵守事項
違　　反 その他保　護

観察中 その他

（A） （B） （C） （D） （E） （F）
　27年 34,692 3,462 31,230 4,478 763 3,490 163 52 10 12.9 22.0 11.2

28 33,975 3,023 30,952 4,346 696 3,397 162 73 18 12.8 23.0 11.0

29 32,266 2,591 29,675 4,135 689 3,222 155 59 10 12.8 26.6 10.9

30 31,937 2,484 29,453 3,957 600 3,160 127 63 7 12.4 24.2 10.7

元 31,068 2,244 28,824 3,695 541 2,950 117 73 14 11.9 24.1 10.2

2 29,858 2,086 27,772 3,458 494 2,768 121 68 7 11.6 23.7 10.0

3 29,531 1,967 27,564 3,357 451 2,731 117 49 9 11.4 22.9 9.9

4 26,650 1,661 24,989 2,949 436 2,364 99 45 5 11.1 26.2 9.5

5 27,451 1,677 25,774 2,952 372 2,401 122 52 5 10.8 22.2 9.3

6 30,357 1,497 28,860 3,020 337 2,509 117 50 7 9.9 22.5 8.7

注　１　検察統計年報による。
　　２　懲役、禁錮及び罰金の全部執行猶予に関するものである。
　　３　「全部執行猶予の言渡人員」は、裁判が確定したときの人員であり、控訴審又は上告審におけるものを含む。
　　４　「単純執行猶予」は、全部執行猶予のうち、保護観察の付かないものをいう。
　　５　「保護観察」は、令和４年法律第52号による改正前の売春防止法17条１項の規定による補導処分を含む。
　　６　「取消事由」の「再犯」は刑法26条１号に、「余罪」は同条２号に、「遵守事項違反」は同法26条の２第２号に、「その他」は同法26

条３号、26条の２第１号若しくは第３号又は26条の３のいずれかに、それぞれ該当する事由である。
　　７　「全部執行猶予の取消人員」は、同一人について一つの裁判で２個以上の刑の全部執行猶予の言渡しが同時に取り消された場合も１

人として計上している。
　　８　「取消事由」の「再犯」の「その他」は、単純執行猶予中の者のほか、仮解除中の者等を含む。
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▌	 １		再入者
5-3-1図は、入所受刑者人員のうち、再入者の人員及び再入者率（入所受刑者人員に占める再入者

の人員の比率をいう。以下同じ。）の推移（最近20年間）を見たものである。再入者の人員は、平成
11年から毎年増加した後、18年をピークに21年以降減少し続けていたが、令和６年は16年ぶりに増
加し、7,957人（前年比2.7％増）であった。再入者率は、平成16年から28年まで毎年上昇し続けた
後、低下傾向にあり、令和６年は、初入者が増加（同8.3％増）したことから引き続き低下して53.7％
（同1.3pt 低下）であった（CD-ROM参照）。
女性について見ると、再入者の人員は、平成11年以降増加傾向にあったところ、26年（996人）を

ピークにその後は減少していたが、令和６年は10年ぶりに増加し、730人（前年比2.2％増）であった
（CD-ROM参照）。同年における再入者率は、46.9％（同1.2pt 低下）であり、男性と比べると低い
（罪名別・男女別の再入者人員については、CD-ROM資料5-1参照）。

5-3-2図は、令和６年における入所受刑者の入所度数別構成比を総数・男女別に見たものである
（罪名別・入所度数別の入所受刑者の人員については、CD-ROM資料5-2参照）。

第３章 矯正

　5-3-1図　　入所受刑者人員中の再入者人員・再入者率の推移（総数・女性）
（平成17年～令和６年）

注　矯正統計年報による。
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　5-3-2図　　入所受刑者の入所度数別構成比（総数・男女別）
（令和６年）

注　１　矯正統計年報による。
　　２　（　）内は、実人員である。
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5-3-3図は、令和６年における入所受刑者の保護処分歴別構成比を初入者・再入者別に見るととも
に、これを年齢層別に見たものである。

5-3-4図は、令和６年における入所受刑者の就労状況別構成比を男女別に見るとともに、これを初
入者・再入者別に見たものである。

　5-3-3図　　入所受刑者の保護処分歴別構成比（初入者・再入者別、年齢層別）
（令和６年）

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　入所時の年齢による。
　　３　「保護観察等」は、保護観察及び児童自立支援施設・児童養護施設送致である。
　　４　複数の保護処分歴を有する場合、少年院送致歴がある者は「少年院送致」に、それ以外の者は「保護観察等」に計上している。
　　５　（　）内は、実人員である。
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　5-3-4図　　入所受刑者の就労状況別構成比（男女別、初入者・再入者別）
（令和６年）

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　犯行時の就労状況による。
　　３　「無職」は、定収入のある無職者を含む。
　　４　学生 ･ 生徒、家事従事者及び就労状況が不詳の者を除く。
　　５　（　）内は、実人員である。

71.871.8 28.228.2

初　入　者
（5,974）

再　入　者
（7,194）

無職 有職
78.678.6

87.087.0

21.421.4

13.013.0

初　入　者
（819）

再　入　者
（730）

有職無職

①　男性 ②　女性

61.3 61.3 38.7 38.7 

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/excel/5-3-3.xlsx�
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/excel/5-3-4.xlsx�


274 令和７年版 犯罪白書

第
３
章 

矯
正　
　
　
　
﻿ 

﻿

5-3-5図は、令和６年における入所受刑者の居住状況別構成比を男女別に見るとともに、これを初
入者・再入者別に見たものである。

▌	 ２		出所受刑者の再入所状況
この項では、出所受刑者（平成27年以前は、満期釈放又は仮釈放により刑事施設を出所した者に限

り、28年以降は、満期釈放若しくは一部執行猶予の実刑部分の刑期終了又は仮釈放により刑事施設を
出所した者に限る。以下この節において同じ。）の再入所状況について概観する。出所受刑者の再入率
とは、各年の出所受刑者人員のうち、出所後の犯罪により、受刑のため刑事施設に再入所した者の人
員の比率をいう（以下同じ。）。２年以内再入率とは、各年の出所受刑者人員のうち、出所年を１年目
として、２年目、すなわち翌年の年末までに再入所した者の人員の比率をいう（以下同じ。）。５年以
内及び10年以内の各再入率も、同様に、各年の出所受刑者人員のうち、出所年を１年目として、それ
ぞれ５年目及び10年目の各年の年末までに再入所した者の人員の比率をいう（以下同じ。）。なお、同
一の出所受刑者について、出所後、複数回の刑事施設への再入所がある場合には、その最初の再入所
を計上している。

5-3-6図は、令和２年及び平成27年の各出所受刑者について、５年以内（総数・一部執行猶予者）
又は10年以内の再入率を出所事由別（満期釈放等又は仮釈放の別をいう。以下この節において同じ。）
に見たものである。いずれの出所年の出所受刑者においても、満期釈放者等（満期釈放等により刑事
施設を出所した者をいう。以下この節において同じ。）は、仮釈放者よりも再入率が高い。また、一部
執行猶予者の５年以内再入率についても同様の傾向が見られ、いずれの出所年の出所受刑者において
も、実刑期終了者（一部執行猶予の実刑部分の刑期終了により刑事施設を出所した者をいう。以下こ
の節において同じ。）は、仮釈放者よりも再入率が高い。令和２年の出所受刑者について見ると、総数
の２年以内再入率は15.1％、５年以内再入率は34.0％と、３割を超える者が５年以内に再入所し、そ
のうち半数近くの者が２年以内に再入所している。平成27年の出所受刑者について見ると、10年以内
再入率は、満期釈放者では53.7％、仮釈放者では36.7％であるが、そのうちそれぞれ約９割、約８割
の者が５年以内に再入所している。

　5-3-5図　　入所受刑者の居住状況別構成比（男女別、初入者・再入者別）
（令和６年）

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　犯行時の居住状況による。
　　３　来日外国人及び居住状況が不詳の者を除く。
　　４　（　）内は、実人員である。
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　5-3-6図　　出所受刑者の出所事由別再入率

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　前刑出所後の犯罪により再入所した者で、かつ、前刑出所事由が満期釈放等又は仮釈放の者を計上している。
　　３　「再入率」は、①では令和２年の、②では平成27年の、各出所受刑者の人員に占める、それぞれ当該出所年から令和６年までの各年

の年末までに再入所した者の人員の比率をいう。
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5-3-7図は、令和２年及び平成27年の各出所受刑者について、５年以内（総数・一部執行猶予者）
又は10年以内の再入率を入所度数別に見たものである。いずれも入所度数が多いほど再入率は高い傾
向にあり、入所度数が１度の者（初入者）と２度の者の差が顕著である。

5-3-8図は、令和２年の出所受刑者について、出所事由別の５年以内再入率を罪名別に見たもので
ある。満期釈放者等は、覚醒剤取締法違反、窃盗、傷害・暴行、詐欺、強盗、強制性交等・強制わい
せつの順に、仮釈放者は、窃盗、覚醒剤取締法違反、傷害・暴行、詐欺、強盗、強制性交等・強制わ
いせつの順にそれぞれ５年以内再入率が高い。

　5-3-7図　　出所受刑者の入所度数別再入率

注　１　5-3-6図の脚注に同じ。
　　２　入所度数が１度の一部執行猶予者については、令和２年に出所した者のうち、同年末までに再入所した者はいなかった。
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　5-3-8図　　出所受刑者の出所事由別５年以内再入率（罪名別）
（令和２年）

注　１　5-3-6図の脚注１及び２に同じ。
　　２　「再入率」は、令和２年の出所受刑者の人員に占める、同年から６年までの各年の年末までに再入所した者の人員の比率をいう。
　　３　殺人については、令和２年に仮釈放により出所した者のうち、６年末までに再入所した者はいなかった。また、放火については、２

年に仮釈放により出所した者のうち、同年末までに再入所した者はいなかった。
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▌	 ３		出所受刑者の再入率の推移
5-3-9図①は、平成16年から令和５年の各年の出所受刑者について、２年以内再入率の推移を出所

事由別に見たものである。総数の２年以内再入率は、平成11年に23.4％を記録した後、低下傾向にあ
り、令和元年に15.7％と初めて16％を下回り、５年は13.8％（前年比0.8pt 上昇）であった。満期釈
放者等も、平成11年に33.9％を記録した後、低下傾向にあったが、令和５年は20.8％（同0.7pt上昇）
であった。仮釈放者の２年以内再入率も、平成11年に15.6％を記録した後、低下傾向にあったが、令
和５年は9.6％（同1.0pt上昇）であった。５年の出所受刑者の２年以内再入率を、平成16年の出所受
刑者と比べると、総数では7.4pt、満期釈放者等では11.5pt、仮釈放者では2.9pt、いずれも低下して
いる（CD-ROM参照）。

5-3-9図②は、平成13年から令和２年の各年の出所受刑者について、５年以内再入率の推移を出所
事由別に見たものである。総数、満期釈放者等、仮釈放者のいずれも平成11年をピークに低下傾向に
あり、令和２年の出所受刑者の５年以内再入率は、平成13年の出所受刑者と比べ、総数では10.4pt、
満期釈放者等では13.2pt、仮釈放者では7.4pt、それぞれ低下している（CD-ROM参照）。

5-3-10図は、平成16年から令和５年の各年の出所受刑者について、２年以内再入率の推移を男女
別、年齢層別及び罪名別に見たものである。
男性の２年以内再入率は、女性と比べて一貫して高いものの、最近20年間では緩やかに低下してお

り、令和５年は14.1％と、前年より0.9pt上昇したが平成16年と比べると7.6pt低下している。一方、
女性の２年以内再入率は、21年に16年以降で最も高い14.4％を記録したものの、令和５年は10.8％
（前年比0.1pt低下）と、平成21年に次いで高かった28年（14.2％）と比べて3.4pt低下しており、出
所年によって変動がある。
年齢層別の２年以内再入率は、30歳未満が一貫して最も低く、50～64歳及び65歳以上は、30歳未

満及び30～49歳と比べると一貫して高い。いずれの年齢層も低下傾向にあるものの、令和５年は、30
歳未満を除く全ての年齢層で前年と比べて上昇した（30歳未満は、0.9pt 低下、30～49歳は、0.6pt
上昇、50～64歳及び65歳以上は、それぞれ1.3pt上昇。なお、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60
～64歳の各年齢層の２年以内再入率の推移については、CD-ROM参照）。
罪名別の２年以内再入率は、最近20年間では、窃盗が他の罪名と比べて一貫して最も高いものの、

　5-3-9図　　出所受刑者の出所事由別再入率の推移

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　前刑出所後の犯罪により再入所した者で、かつ、前刑出所事由が満期釈放等又は仮釈放の者を計上している。
　　３　「再入率」は、各年の出所受刑者の人員に占める、出所年を１年目として、①では２年目（翌年）の、②では５年目の、それぞれ年

末までに再入所した者の人員の比率をいう。

②　５年以内①　２年以内
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全体としては低下傾向にあり、令和５年は19.7％（前年比0.3pt 上昇）と、平成16年と比べて9.4pt
低下している。傷害・暴行は、出所年によって変動が大きく、令和５年は15.6％と、前年と比べて
4.1pt 上昇したが、平成16年と比べると2.4pt 低下している。覚醒剤取締法違反は、27年まで20％前
後で推移していたが、以降は低下傾向を示し、令和５年は12.8％と、前年と比べて2.2pt上昇したが、
平成16年と比べると8.1pt低下している。詐欺は、低下傾向にあり、令和５年は8.4％と、前年と比べ
て1.4pt 上昇したが、平成16年と比べると19.5pt 低下している。

　5-3-10図　　出所受刑者の２年以内再入率の推移（男女別、年齢層別、罪名別）
（平成16年～令和５年）

注　１　5-3-9図の脚注１及び２に同じ。
　　２　「２年以内再入率」は、各年の出所受刑者の人員に占める、出所年の翌年の年末までに再入所した者の人員の比率をいう。
　　３　②の「年齢層」は、前刑出所時の年齢による。再入者の前刑出所時の年齢は、再入所時の年齢及び前刑出所年から算出した推計値で

ある。
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▌	 ４		再入者の再犯期間
5-3-11図は、令和６年の入所受刑者のうち、再入者（前刑出所後の犯罪により再入所した者に限
る。以下この項において同じ。）の再犯期間（前回の刑の執行を受けて出所した日から再入に係る罪を
犯した日までの期間をいう。）別の構成比を見たものである。再入者のうち、前刑出所日から２年未満
で再犯に至った者が５割以上を占めている。出所から１年未満で再犯に至った者は32.9％であり、３
月未満というごく短期間で再犯に至った者も9.3％いる。また、再入者のうち、前回の刑において一部
執行猶予者で仮釈放となった者は292人、実刑部分の刑期終了により出所した者は78人であり、その
うち出所から１年未満で再犯に至った者は、それぞれ58人（19.9％）、23人（29.5％）であった（矯
正統計年報による。）。
なお、再入者の再犯期間別人員（前刑罪名別）については、CD-ROM資料5-3参照。

　5-3-11図　　再入者の再犯期間別構成比
（令和６年）

注　１　矯正統計年報による。
　　２　前刑出所後の犯罪により再入所した者で、かつ、前刑出所事由が満期釈放等又は仮釈放の者を計上している。
　　３　「再犯期間」は、前回の刑の執行を受けて出所した日から再入に係る罪を犯した日までの期間をいう。
　　４　（　）内は、実人員である。
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▌	 １		保護観察開始人員中の有前科者
平成17年から令和６年までの間に保護観察を開始した仮釈放者（全部実刑者・一部執行猶予者）及

び保護観察付全部・一部執行猶予者について、有前科者（今回の保護観察に係る処分を除き、保護観
察開始前に罰金以上の刑に処せられたことがある者をいう。以下この項において同じ。）と前科のない
者の別に、保護観察開始人員の推移を見るとともに、有前科者率（保護観察開始人員に占める有前科
者の人員の比率をいう。）の推移を見ると、5-4-1図のとおりである。

第４章 保護観察

　5-4-1図　　保護観察開始人員（前科の有無別）・有前科者率の推移
（平成17年～令和６年）
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▌	 ２		保護観察対象者の再処分等の状況
平成17年から令和６年までの間に保護観察が終了した仮釈放者（全部実刑者）及び保護観察付全部

執行猶予者について、①再処分率（保護観察期間中に再犯により刑事処分（起訴猶予の処分を含む。
刑事裁判については、その期間中に確定したものに限る。）を受けた者の占める比率をいう。）、②取消
率（再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部執行猶予を取り消された者の占める比率
をいう。）及び③取消・再処分率（取消又は再処分のいずれかに該当する者（双方に該当する場合は１
人として計上される。）の占める比率をいう。）の推移を見ると、5-4-2図のとおりである。
取消率は、仮釈放者（全部実刑者）、保護観察付全部執行猶予者共に、平成15年以降低下傾向にあ

る（CD-ROM参照）。仮釈放者（全部実刑者）の取消率は、20年に4.5％に低下した後、３～４％台
で推移しており、令和６年は3.6％であった。保護観察付全部執行猶予者の取消率は、平成30年に
20.5％に低下した後、21～22％台で推移しており、令和６年は21.5％であった。なお、仮釈放者の
再処分率が極めて低いのは、仮釈放者が再犯に及んで刑事裁判を受けることになった場合であって
も、仮釈放期間中には刑事裁判が確定しないことが多いことなどが関係していると考えられる。
令和６年に保護観察が終了した仮釈放者（一部執行猶予者）の取消率は2.6％であり、保護観察付一

部執行猶予者の取消率は17.6％であった（CD-ROM参照）。

注　１　保護統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　「有前科者」は、今回の保護観察に係る処分を除き、保護観察開始前に罰金以上の刑に処せられたことがある者をいう。
　　３　「有前科者率」は、保護観察開始人員に占める有前科者の人員の比率をいう。
　　４　前科の有無が不詳の者を除く。
　　５　複数の前科を有する場合、懲役・禁錮（全部実刑・一部執行猶予）の前科がある者は「懲役・禁錮（全部実刑・一部執行猶予）の前

科あり」に、懲役・禁錮（全部実刑・一部執行猶予）の前科がなく、かつ懲役・禁錮（全部執行猶予）の前科がある者は「懲役・禁錮
（全部執行猶予）の前科あり」に、罰金の前科のみがある者は「罰金前科あり」に、それぞれ計上している。

　　６　「仮釈放者（一部執行猶予者）」及び「保護観察付一部執行猶予者」は、刑の一部執行猶予制度が開始された平成28年はいなかった。
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仮釈放者（全部実刑者）及び保護観察付全部執行猶予者の取消・再処分率の推移を、男女別・年齢
層別・罪名別・就労状況別に見ると、5-4-3図のとおりである（仮釈放者（一部執行猶予者）及び保
護観察付一部執行猶予者についてはCD-ROM参照）。
仮釈放者（全部実刑者）を男女別に見ると、おおむね男性の方が高く、令和６年は男性が4.0％、女

性が2.9％であった。年齢層別に見ると、近年いずれも同程度の水準で推移しており、４年に30歳未
満が平成10年以降で初めて３％を下回ったが、６年は3.2％であった。罪名別に見ると、窃盗は、近
年７％前後で推移していたが、３年に６％を下回り、６年は5.2％であった。覚醒剤取締法違反は、近
年４％前後で推移しており、６年は4.2％であった。また、就労状況別に見ると、一貫して有職より無
職が高く、６年は有職が1.8％、無職が7.8％であった。
保護観察付全部執行猶予者は、男女別に見ると、近年おおむね同程度の水準で推移しており、令和

６年は男性が26.6％、女性が28.2％であった（保護観察付一部執行猶予者について見ると、６年は男
性が22.0％、女性が11.2％であった（CD-ROM参照）。）。年齢層別に見ると、30歳未満の取消・再
処分率が一貫して高い。また、就労状況別に見ると、一貫して有職より無職が高く、６年は有職が
18.3％、無職が42.1％であった。

　5-4-2図　　保護観察終了者の再処分率・取消率等の推移
（平成17年～令和６年）

注　１　保護統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　「再処分率」は、保護観察終了人員のうち、保護観察期間中に再犯により刑事処分（起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、

その期間中に確定したものに限る。）を受けた者の人員の占める比率をいう。
　　３　「取消率」は、保護観察終了人員のうち、再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部執行猶予を取り消された者の人員

の占める比率をいう。
　　４　「取消・再処分率」は、保護観察終了人員のうち、再犯若しくは遵守事項違反により仮釈放若しくは保護観察付全部執行猶予を取り

消された者、又は保護観察期間中に再犯により刑事処分（起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定したものに
限る。）を受けた者の人員（双方に該当する場合は１人として計上される。）の占める比率をいう。
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　5-4-3図　　保護観察終了者の取消・再処分率の推移（男女別、年齢層別、罪名別、就労状況別）
（平成17年～令和６年）
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5-4-4表は、平成27年から令和６年に保護観察が開始された仮釈放者（全部実刑者・一部執行猶予
者）及び保護観察付全部・一部執行猶予者について、保護観察が開始された年ごとに、保護観察が開
始された日から５年以内に再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は刑の執行猶予の言渡しを取り消さ
れた者の人員を見たものである。平成27年から令和元年の各年に保護観察が開始された仮釈放者（全
部実刑者）及び保護観察付全部執行猶予者について見ると、各年とも、保護観察が開始された日から
５年以内に仮釈放又は刑の全部執行猶予の言渡しを取り消された者の比率は、それぞれ４％台、23～
25％台であった。

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　「取消・再処分率」は、保護観察終了人員のうち、再犯若しくは遵守事項違反により仮釈放若しくは保護観察付全部執行猶予を取り

消された者、又は保護観察期間中に再犯により刑事処分（起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定したものに
限る。）を受けた者の人員（双方に該当する場合は１人として計上される。）の占める比率をいう。

　　３　イの「年齢層」は、保護観察終了時の年齢による。
　　４　エの「就労状況」は、保護観察終了時の就労状況により、就労状況が不詳の者を除く。「無職」は、学生・生徒、家事従事者及び定

収入のある無職者を除く。
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（平成27年～令和６年）

　5-4-4表　　仮釈放・保護観察付全部・一部執行猶予の取消状況

注　１　保護統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　保護観察が開始された日から５年以内に、仮釈放、保護観察付全部執行猶予又は保護観察付一部執行猶予を取り消された者（仮釈放

者については、刑法29条２項の規定により、仮釈放中に一部執行猶予の言渡しを取り消され、仮釈放が失効した人員は含まない。）の
人員を年次別に計上している。なお、［　］内は、開始された日から５年に満たない各年の累積人員及び比率である。

　　３　余罪（刑法29条１項２号・３号）により仮釈放を取り消された者を除く。
　　４　余罪（刑法26条２号・３号、26条の２第３号又は27条の４第２号・３号）により保護観察付全部執行猶予又は保護観察付一部執行

猶予を取り消された者を除く。

①　仮釈放者
　ア　仮釈放者（全部実刑者）

年  次 保 護 観 察 
開始人員（A）

仮釈放を取り消された者の人員 B
A（％）27年 28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計（B）

　27年 13,570 445 176 11 6 － 2 … … … … 640 4.7
28 13,260 … 416 172 12 3 1 － … … … 604 4.6
29 12,477 … … 364 148 13 5 3 1 … … 534 4.3
30 11,307 … … … 341 136 11 1 － － … 489 4.3
元 10,442 … … … … 267 152 10 2 3 1 435 4.2
2 9,994 … … … … … 281 116 9 2 4 ［412］ ［4.1］
3 9,740 … … … … … … 211 97 11 4 ［323］ ［3.3］
4 9,635 … … … … … … … 223 103 8 ［334］ ［3.5］
5 9,468 … … … … … … … … 241 94 ［335］ ［3.5］
6 8,894 … … … … … … … … … 224 ［224］ ［2.5］

　イ　仮釈放者（一部執行猶予者）

年  次 保 護 観 察 
開始人員（A）

仮釈放を取り消された者の人員 B
A（％）27年 28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計（B）

　28年 － … － － － － － － … … … － …
29 283 … … 3 1 － － － － … … 4 1.4
30 992 … … … 20 9 － － 1 － … 30 3.0
元 1,198 … … … … 16 9 － － 2 － 27 2.3
2 1,201 … … … … … 29 8 1 － － ［38］ ［3.2］
3 1,090 … … … … … … 20 8 － － ［28］ ［2.6］
4 1,001 … … … … … … … 13 6 － ［19］ ［1.9］
5 743 … … … … … … … … 16 5 ［21］ ［2.8］
6 554 … … … … … … … … … 10 ［10］ ［1.8］

②　保護観察付全部・一部執行猶予者
　ア　保護観察付全部執行猶予者

年  次 保 護 観 察 
開始人員（A）

全部執行猶予を取り消された者の人員 B
A（％）27年 28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計（B）

　27年 3,460 112 331 232 130 53 14 … … … … 872 25.2
28 3,034 … 106 303 198 116 51 5 … … … 779 25.7
29 2,595 … … 70 236 159 115 46 15 … … 641 24.7
30 2,481 … … … 66 232 170 110 46 14 … 638 25.7
元 2,248 … … … … 69 181 141 84 34 17 526 23.4
2 2,088 … … … … … 48 172 153 68 38 ［479］ ［22.9］
3 1,976 … … … … … … 51 161 140 90 ［442］ ［22.4］
4 1,660 … … … … … … … 33 153 99 ［285］ ［17.2］
5 1,682 … … … … … … … … 47 142 ［189］ ［11.2］
6 1,496 … … … … … … … … … 32 ［32］ ［2.1］

　イ　保護観察付一部執行猶予者

年  次 保 護 観 察 
開始人員（A）

一部執行猶予を取り消された者の人員 B
A（％）27年 28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計（B）

　28年 － … － － － － － － … … … － …
29 248 … … － 34 25 － － － … … 59 23.8
30 974 … … … 24 141 113 9 － － … 287 29.5
元 1,419 … … … … 46 163 148 12 1 － 370 26.1
2 1,496 … … … … … 45 186 136 7 － ［374］ ［25.0］
3 1,325 … … … … … … 46 157 123 5 ［331］ ［25.0］
4 1,233 … … … … … … … 32 112 89 ［233］ ［18.9］
5 935 … … … … … … … … 17 107 ［124］ ［13.3］
6 673 … … … … … … … … … 12 ［12］ ［1.8］
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▌	 １		少年の再非行
刑法犯により検挙された少年のうち、再非行少年（前に道路交通法違反を除く非行により検挙（補

導）されたことがあり、再び検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。）の人員及び再非行
少年率（少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同
じ。）の推移（最近20年間）は、5-5-1図のとおりである。再非行少年の人員は、平成９年から増加傾
向にあり、16年以降は毎年減少していたところ、令和５年から２年連続して増加し、６年は6,792人
（前年比18.7％増）であった。再非行少年率は、再非行少年の人員が減少に転じた後も、初めて検挙
された少年の人員がそれを上回るペースで減少し続けたこともあり、平成10年から28年まで上昇し
続けたが、29年以降は低下傾向にあり、令和６年は31.2％（同1.0pt 上昇）であった（CD-ROM参
照）。

第５章 少年の再非行・再犯

　5-5-1図　　少年の刑法犯 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
（平成17年～令和６年）

注　１　警察庁の統計による。
　　２　犯行時の年齢による。ただし、検挙時に20歳以上であった者を除く。
　　３　触法少年の補導人員を含まない。
　　４　「再非行少年」は、前に道路交通法違反を除く非行により検挙（補導）されたことがあり、再び検挙された少年をいう。
　　５　「再非行少年率」は、少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。

（％）（万人）

再
非
行
少
年
率

人
　
　
　
　員

0

10

20

30

40

50

0

2

4

6

8

10

12

14

平成17　　 20 25 令和元　　 ６

21,762

再非行少年率

検挙人員

うち再非行少年

31.2

6,792

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/excel/5-5-1.xlsx�


288 令和７年版 犯罪白書

第
５
章 

少
年
の
再
非
行
・
再
犯　
　
　
　
﻿ 

﻿

5-5-2図①は、20歳未満の覚醒剤取締法違反（覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この段落
において同じ。）検挙人員のうち、同一罪名再非行少年（前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあ
り、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。）の人員及び同一罪名再非行
少年率（20歳未満の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以
下この段落において同じ。）の推移（最近20年間）を見たものである。同一罪名再非行少年率は、短
期間に増減を繰り返しており、令和５年には22.6％を記録したが、６年は前年比で9.4pt 低下した
13.3％であった。

5-5-2図②は、20歳未満の大麻取締法違反（大麻に係る麻薬取締法違反及び麻薬特例法違反を含む。
以下この段落において同じ。）検挙人員のうち、同一罪名再非行少年（前に大麻取締法違反で検挙され
たことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。）の人員及び同一
罪名再非行少年率（20歳未満の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率を
いう。以下この段落において同じ。）の推移（最近20年間）を見たものである。同一罪名再非行少年
率は、平成21年まで上昇傾向にあった後、24年まで低下し、その後は再び上昇傾向となり、令和６年
は前年比で5.7pt 上昇した17.2％であった。

　5-5-2図　　薬物犯罪 20歳未満の検挙人員中の同一罪名再非行少年の人員等の推移
（平成17年～令和６年）

注　１　警察庁刑事局の資料による。
　　２　検挙時の年齢による。
　　３　①の「同一罪名再非行少年」は、前に覚醒剤取締法違反（覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下同じ。）で検挙されたことがあり、

再び覚醒剤取締法違反で検挙された少年をいい、「同一罪名再非行少年率」は、20歳未満の同法違反検挙人員に占める同一罪名再非行
少年の人員の比率をいう。

　　４　②の「同一罪名再非行少年」は、前に大麻取締法違反（令和５年法律第84号による改正後の大麻草栽培規制法違反並びに大麻に係
る麻薬取締法違反及び麻薬特例法違反を含む。以下同じ。）で検挙されたことがあり、再び大麻取締法違反で検挙された少年をいい、「同
一罪名再非行少年率」は、20歳未満の同法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。
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▌	 ２		保護観察処分少年及び少年院入院者の保護処分歴
令和６年における保護観察処分少年（同年中に保護観察が開始された者に限り、交通短期保護観察

及び更生指導の対象者を除く。）及び少年院入院者の保護処分歴別構成比を男女別に見ると、5-5-3図
のとおりである。

　5-5-3図　　保護観察処分少年・少年院入院者の保護処分歴別構成比（男女別）
（令和６年）

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　保護観察処分少年は、交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。
　　３　「児童自立支援施設等送致」は、児童自立支援施設・児童養護施設送致である。
　　４　複数の保護処分歴を有する場合、少年院送致歴がある者は「少年院送致」に、それ以外の者のうち保護観察歴がある者は「保護観察」

に、児童自立支援施設等送致歴のみがある者は「児童自立支援施設等送致」に計上している。
　　５　（　）内は、実人員である。

②　少年院入院者

①　保護観察処分少年
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▌	 ３		少年院出院者の再入院等の状況
この項では、少年院出院者の再入院又は刑事施設への入所の状況について概観する。ここで、再入

院率とは、各年の少年院出院者人員のうち、一定の期間内に、新たな少年院送致の決定により再入院
した者の人員の比率をいい、再入院・刑事施設入所率とは、各年の少年院出院者人員のうち、一定の
期間内に、新たな少年院送致の決定により再入院した者と初入者として刑事施設に入所した者の合計
人員の比率をいう（以下この項において同じ。）。例えば、２年以内再入院・刑事施設入所率とは、各
年の少年院出院者人員のうち、出院年を１年目として、２年目、すなわち翌年の年末までに再入院し
た者又は初入者として刑事施設に入所した者の人員の比率をいい、このうち再入院した者に限ったも
のを２年以内再入院率という。なお、同一の出院者について、出院後、複数回再入院した場合又は再
入院した後に刑事施設への入所がある場合には、その最初の再入院を計上している。

5-5-4図は、令和２年の少年院出院者について、６年までの各年における再入院率及び再入院・刑
事施設入所率を見たものである。再入院率は、２年以内では9.0％、５年以内では11.9％であり、５
年以内に再入院した者のうち、75.2％の者が２年以内に再入院している（CD-ROM参照）。もっとも、
一定の期間が経過した後の再入院率に関しては、出院後の期間の経過に伴い、20歳に達する者が多く
なり、そのような者が再犯（再非行）に及んだとしても、通常は保護処分ではなく、刑事処分の対象
となるため、再入院には至らないことがある点に留意する必要がある。そこで、再入院・刑事施設入
所率を見ると、２年以内では9.7％であるが、その後も上昇しており、５年以内では19.8％であった。

　5-5-4図　　少年院出院者 5年以内の再入院率と再入院・刑事施設入所率
（令和２年）

注　１　少年矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　「再入院率」は、令和２年の少年院出院者の人員に占める、同年から６年までの各年の年末までに、新たな少年院送致の決定により

再入院した者の人員の比率をいう。
　　３　「再入院・刑事施設入所率」は、令和２年の少年院出院者の人員に占める、同年から６年までの各年の年末までに、新たな少年院送

致の決定により再入院した者又は受刑のため刑事施設に初めて入所した者の人員の比率をいう。なお、同一の出院者について、出院後、
複数回再入院した場合又は再入院した後に刑事施設への入所がある場合には、その最初の再入院を計上している。
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5-5-5図①は、平成16年から令和５年までの各年の少年院出院者について、２年以内の再入院率及
び再入院・刑事施設入所率の推移を見たものである。再入院率及び再入院・刑事施設入所率は緩やか
な低下傾向にあったが、４年から２年連続して上昇した。なお、５年の少年院出院者について、２年
以内の再入院率及び再入院・刑事施設入所率を男女別に見ると、それぞれ、男子が11.7％、12.5％、
女子がいずれも1.7％であった（少年矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。）。

5-5-5図②は、平成13年から令和２年までの各年の少年院出院者について、５年以内の再入院率及
び再入院・刑事施設入所率の推移を見たものである。再入院率及び再入院・刑事施設入所率は緩やか
な低下傾向にある。なお、２年の少年院出院者について、５年以内の再入院率及び再入院・刑事施設
入所率を男女別に見ると、それぞれ、男子が12.4％、20.9％、女子が6.1％、8.2％であった（少年矯
正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。）。

　5-5-5図　　少年院出院者 再入院率と再入院・刑事施設入所率の推移

注　１　矯正統計年報、少年矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　「再入院率」は、各年の少年院出院者（第５種少年院出院者を除く。）の人員に占める、出院年を１年目として、①では２年目（翌年）

の、②では５年目の、それぞれ年末までに新たな少年院送致の決定により再入院した者の人員の比率をいう。
　　３　「再入院・刑事施設入所率」は、各年の少年院出院者（第５種少年院出院者を除く。）の人員に占める、出院年を１年目として、①で

は２年目（翌年）の、②では５年目の、それぞれ年末までに新たな少年院送致の決定により再入院した者又は受刑のため刑事施設に初
めて入所した者の人員の比率をいう。なお、同一の出院者について、出院後、複数回再入院した場合又は再入院した後に刑事施設への
入所がある場合には、その最初の再入院を計上している。
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▌	 ４		少年の保護観察対象者の再処分の状況
5-5-6表は、平成27年から令和６年までの間に保護観察が終了した保護観察処分少年（交通短期保

護観察及び更生指導の対象者を除く。以下この項において同じ。）及び少年院仮退院者について、再処
分率（保護観察終了人員のうち、保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分
（施設送致申請による保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定し
たものに限る。）を受けた者の人員の占める比率をいう。以下同じ。）の推移を見たものである。保護
観察処分少年の再処分率は、16～20％台で推移しており、６年は20.5％（前年比0.5pt上昇）であっ
た。また、少年院仮退院者の再処分率は、16～22％台で推移していたところ、６年は25.2％（同4.1pt
上昇）であった。

注　１　保護統計年報による。
　　２　保護観察処分少年は、交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。
　　３　「再処分率」は、保護観察終了人員のうち、保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分（施設送致申請によ

る保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定したものに限る。）を受けた者の人員の占める比率を
いう。「処分内容」の数値は、各処分内容別の再処分率である。

　　４　「罰金」のうち、「交通」は、過失運転致死傷等（令和６年３月までは車両の運転による刑法第211条の罪を含み、同年４月以降は車
両の運転による同法第209条から第211条までの罪を含む。）並びに交通関係４法令及び道路運送法の各違反によるものであり、「一般」
は、それ以外の罪によるものである。

　　５　「その他」は、拘留、科料、起訴猶予、児童自立支援施設・児童養護施設送致等である。

　5-5-6表　　保護観察対象少年の再処分率の推移
（平成27年～令和６年）

①　保護観察処分少年

年　　次 保護観察
終了人員 再処分率

処　　　　分　　　　内　　　　容
懲役・禁錮 罰　　　金

少年院 
送　致 保護観察 その他

実　刑 全 　 部 
執行猶予 一　般 交　通一 　 部 

執行猶予
　27年 13,213 17.1 0.2 … 0.6 0.2 0.6 8.1 7.3 0.1
28 11,728 17.5 0.2 － 0.6 0.3 0.7 8.0 7.7 0.1
29 10,584 17.2 0.2 － 0.5 0.2 0.7 8.3 7.1 0.2
30 9,533 16.5 0.2 0.0 0.6 0.3 0.6 8.1 6.5 0.2
元 8,558 16.8 0.2 0.0 0.8 0.2 0.7 7.5 7.1 0.2
2 7,659 16.3 0.2 0.0 0.6 0.3 0.7 7.9 6.3 0.2
3 7,570 16.1 0.2 － 0.9 0.4 0.9 7.3 6.3 0.2
4 6,566 17.8 0.3 0.0 1.0 0.3 0.8 8.5 6.7 0.2
5 5,905 20.1 0.4 0.1 1.0 0.3 0.8 10.0 7.3 0.3
6 6,712 20.5 0.3 － 0.8 0.3 0.8 11.1 6.9 0.4

②　少年院仮退院者

年　　次 保護観察
終了人員 再処分率

処　　　　分　　　　内　　　　容
懲役・禁錮 罰　　　金

少年院 
送　致 保護観察 その他

実　刑 全 　 部 
執行猶予 一　般 交　通一 　 部 

執行猶予
　27年 3,250 20.4 0.1 … 0.3 0.1 0.8 12.8 6.2 0.1
28 3,169 22.0 0.1 － 0.4 0.2 0.6 13.9 6.6 0.2
29 2,859 20.1 － － 0.2 － 0.8 13.4 5.5 0.1
30 2,672 20.4 0.1 － 0.3 0.0 0.6 12.8 6.3 0.3
元 2,292 18.8 0.1 － 0.1 － 0.4 12.1 5.9 0.1
2 2,144 19.5 0.2 － 0.2 0.0 0.4 13.5 5.0 0.0
3 1,808 17.5 － － 0.1 0.1 0.6 11.8 5.0 －
4 1,677 16.8 0.2 － 0.2 0.2 0.7 10.1 5.1 0.2
5 1,156 21.1 0.3 0.1 0.6 0.3 0.8 14.6 4.4 0.1
6 1,067 25.2 0.6 － 1.7 0.3 0.7 16.8 4.8 0.4
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令和６年に保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について、再処分率を保護観
察終了時の就学・就労状況別に見ると、5-5-7図のとおりである。保護観察処分少年は、無職
（56.5％）が最も高く、次いで、有職（18.5％）、学生・生徒（12.5％）の順であった。少年院仮退院
者も、無職（47.3％）が最も高く、次いで、有職（19.4％）、学生・生徒（16.7％）の順であった。

　5-5-7図　　保護観察対象少年の再処分率（終了時の就学・就労状況別）
（令和６年）

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
　　２　保護観察処分少年は、交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。
　　３　保護観察終了時の就学・就労状況による。ただし、犯罪又は非行により身柄を拘束されたまま保護観察が終了した者については、身

柄を拘束される直前の就学・就労状況による。
　　４　「再処分率」は、保護観察終了人員のうち、保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分（施設送致申請によ

る保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については、その期間中に確定したものに限る。）を受けた者の人員の占める比率を
いう。

　　５　家事従事者、定収入のある無職者及び不詳の者を除く。
　　６　（　）内は、実人員である。

（％） （％）
②　少年院仮退院者①　保護観察処分少年

12.5

18.5

56.5

学生・生徒
（1,794）

有　　　職
（4,086）

無　　　職
（581）

学生・生徒
（66） 16.7

19.4

47.3

有　　　職
（722）

無　　　職
（201）
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